
里山ガーデンフェスタ実行委員会第 3回総会次第 

 

 

開 催 日：平成 30年 6月 18日（月） 

開催時間：10時～11時 

開催場所：公益財団法人横浜市緑の協会 

 会議室 

 

 

１ 開会 

  里山ガーデンフェスタ実行委員会会長あいさつ 

 

 

２ 報告 

 （１）里山ガーデンフェスタ 2018春の実施結果について 

         

（２）里山ガーデンフェスタ 2018秋と来春の準備状況について 

 

（３）里山ガーデンフェスタ平成 29年度負担金の剰余金の確定について 

里山ガーデンフェスタ実行委員会会則第 11 条に基づき、会長による専

決を行い確定しました。 

 

 

３ 議事  

  第１号議案 平成 29年度事業報告（案） 

 

 第２号議案 平成 29年度収支決算書（案） 

 

   

４ 閉会 



里山ガーデンフェスタ 2018春の実施結果について 

 

１ 開催概要 

  期 間：平成 30年 3月 24日（土）～5月 6日（日） 44日間 

  時 間：９：３０～１６：３０ 

  テーマ：花霞の丘（はながすみのおか） 

 

２ 里山ガーデンとズーラシアの来場者数 

   

  里山ガーデン ズーラシア 

 2018春 

（44日間） 

2017春 

（44日間） 

2018春 

（44日間） 

2017春 

（44日間） 

合計 151,498人 198,331人 244,692人 223,799人 

1日平均 3,443人  4,507人 5,561人 5,086人 

平日平均 2,317人  2,815人 2,867人 2,682人 

土日平均 5,230人  7,194人 9,840人 8,904人 

 

３ ズーラシアとの相互誘客連携 

 

（１）スタンプラリー（スタンプを集めるとズーラシア入園料が平日半額） 

   ※2017春は実施せず 

 2018春 2017秋 

利用方法 
台紙のみで入場可 

期間中繰り返し利用可 

台紙を入場券と引換え 

引換えた日のみ入場可 

半額割引利用者数 4,001人  3,079人  

ズーラシア平日の来場

者数に占める割合 

5.2％  

（77,409人中） 

7.3％  

（42,141人中） 

 

（２）スタンプラリー実施時の里山ガーデン来場者数 

 2018春 2017秋 

合計入場者数 151,498人（44日） 88,780人（31日） 

平日入場者数 71,121人（27日） 51,482人（20日） 

 

４ 里山ガーデン来場者の属性 

 

  来場者アンケート結果（別紙参照） 

 

 

報告事項１ 



５ 会場内様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3月 24日：ガーデンベアお披露目式】     【3月 31日：大花壇の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【4月 12日：菜の花畑の様子】        【5月 5日：こいのぼりの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3月 24日：地産地消デーの様子】【4月 14日：瀬谷区デーの様子】 【4月 21日：ﾊﾞｰﾄﾞｼｮｰの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4月 21日：旭区デーの様子】 【4月 22日：緑区デーの様子】      【商店街花壇の様子】 



里山ガーデンフェスタ　2018春開催　アンケート集計　【合計】　サンプル数：400
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里山ガーデンフェスタ 2018秋と来春の準備状況について 

 

１ 秋の横浜の花で彩る大花壇 

  期 間：平成 30年 9月 15日（土）～10月 14日（日） 30日間 

  時 間：９：３０～１６：００ 

  テーマ：錦秋の丘（きんしゅうのおか） 

 ・コスモス、キバナコスモス、ジニア等、市内産の花苗を多く使用します。 

＊７割以上の花苗について市内産のものでご協力いただいています。 

    ・コスモスをベースに夕焼け色(朱、橙、黄)の鮮やかで美しい多色多品種の花々を植栽 

  ・草丈や草姿変化のある植栽コンビネーションによる多様性と立体感、表情豊かな景観

創出 

  

 

  

報告事項２ 

主な植物 

コスモス キバナコスモス ジニア マリーゴールド コキア 



２ 来春の横浜の花で彩る大花壇 

  期 間：平成 31年３月 23日（土）～５月６日（月・祝） 45日間【予定】 

  時 間：９：３０～１６：３０ 

  テーマ：花陽炎の丘（はなかげろうのおか） 

 ・パンジー、ネモフィラ、チューリップ等、市内産の花苗を多く使用します。 

＊８割以上の花苗について市内産のものでご協力いただいています。 

    ・春の彩り豊かな可愛らしいパステルカラーの花々を植栽 

 ・見て楽しむだけでなく花々の香りで春の訪れを感じることのできる花壇 

３ その他コンテンツ 

その他、会場内の来場者の方にお楽しみいただけるよう、民間事業者と連携したイベン

トや、緑化フェア開催時に好評を頂いたコンテンツの導入について検討を進めます。 

主な花 

パンジー ネモフィラ チューリップ キンギョソウ アリッサム 



フェスタ開催時のみ開放区域 常時開放ルート（外周園路）

花の里山

報告事項２（別紙）

森の小径

・ガーデンベアのフォトスポット
・緑化フェア開催時の形状を踏襲したデザイン花壇

・案内所、事務局、トイレ
・イベントテント、休憩施設(ベンチ、テーブル等)
・キッチンカー出展

正面入口広場

・市内最大級10,000㎡の花畑
・横浜市内産の花卉を使用（市内産花卉の魅力を伝える）
・春)パンジー、ビオラ、チューリップ、サクラ等
・秋)コスモス、ジニア、マリーゴールド等

・一面の菜の花畑とサクラ

・サクラ、ユキヤナギ、ヤマブキ等の花木

（春のみ）

（春のみ）

ウェルカムガーデンウェルカムガーデン

保全林

主　催  ： 横浜市 ・ 公益財団法人 横浜市緑の協会

運　営  ： 里山ガーデンフェスタ実行委員会

実施期間：  【平成30年春】　　　３月24日　　　（土）　　　から５月６日　　　（日）　　　まで

  【平成30年秋】　　　９月15日　　　（土）　　　から10月14日　　　（日）　　　まで

   【平成31年春】　　　３月23日(土)から ５月６日(月・祝)まで　（予定）

里山ガーデンフェスタ　実施計画

案内所 事務局

正面入口広場

横浜の花で彩る大花壇

（春谷戸の菜の花畑

（春花の里山

ガ デンベアのフォトスポ

会 場 整 備会 場 整 備（イメージ）

ウェルカムガーデン



第 1号議案 

平成 29年度事業報告（案） 

（平成 29年 12月 4日から平成 30年 3月 31日まで） 

 

 

平成 30 年 3 月 24 日からの開催に向けて、広報宣伝を実施するとともに、催事

や会場の運営体制などの準備を進めました。里山ガーデンが始まると、会場を安

全にご覧いただけるように警備や案内所等の運営を進め、来場された皆様を花と

緑でおもてなししました。また、ワークショップなど様々なイベントを実施し、

花と緑の普及活動に努めました。 

 

１ 広報宣伝 

ア 都心臨海部の取組と連携し、ポスター、チラシ等を活用した広報の実施。

イ ズーラシアと連携した広報の実施 

ウ ホームページ、ＳＮＳを活用した情報発信 

 

２ 催事 

ア ズーラシアと連携したスタンプラリーの実施 

  （会場内 2か所のスタンプを集めるとズーラシアの平日入園料が半額） 

イ ワークショップの実施 

（ガーデンピック作り、缶バッチ作り） 

ウ 地産地消デーの実施 

（市内産花苗、野菜の販売） 

 

３ 会場運営                

ア 会場内の警備や清掃、案内所等の運営管理、会場までの誘導案内、交通対

策などの実施。 

イ キッチンカーによる来場者への飲食の提供 

ウ 近隣３区（旭区、緑区、瀬谷区）商店街と協働したプランター作りの実施 

 

４ 総務  

ア 実行委員会総会を開催（平成 29年 12月 4日、平成 30年 3月 22日） 

イ 実行委員会事務局の運営 

 

 

 

 



第 2号議案 

平成 29年度収支決算書（案） 

（平成 29年 12月４日～平成 30年３月 31日） 

 

 

収入金額  ３３，０００，００４円 

支出金額  ３１，６１９，９９９円 

差し引き   １，３８０，００５円 

 

 

【収入の部】                         （単位：円） 

科 目 本年度決算額 備 考 

負担金 33,000,000  

 
横浜市負担金 29,700,000  

緑の協会負担金 3,300,000  

雑収入 4  

 受取利息収入 4 預金利息 

合 計 33,000,004  

 

 

【支出の部】                         （単位：円） 

科 目 本年度決算額 備 考 

事業費 30,993,003  

 

広報宣伝 665,280 ホームページ制作、チラシ作成 等 

催事 1,585,440 イベント経費 等 

会場運営 28,742,283 会場警備、案内所運営 等 

総務費 626,996 事務局の運営費 

合 計 31,619,999  

※ 収入金額と支出金額の差額については、負担割合に応じて、横浜市および横浜市緑 

  の協会へ返還しました。 

 

  （返還額） 

   横 浜 市  1,242,005円 

   横浜市緑の協会   138,000円    

      計     1,380,005円 

 







 

 

里山ガーデンフェスタ実行委員会会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、里山ガーデンフェスタ実行委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、里山ガーデンでの花と緑の普及啓発の取組である里山ガーデンフェス

タ（以下「フェスタ」という。）の事業を実施することにより、第 33回全国都市緑化よ

こはまフェアの成果を継承・発展させ、花と緑の持つ魅力を継続的に発信し、市民等の

花と緑への意識や関心をより一層深めることに寄与することを目的とする。 

   

（事業） 

第３条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) フェスタ開催に係る企画立案、調整、実施に関すること。 

(2) フェスタ開催に係る広報活動などに関すること。 

(3) フェスタにおける市民、企業等との協働に関すること。 

(4) その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

２ 前項の事業の実施にあたっては、委員又は委員が属する団体と協力してこれを行うも

のする。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、会長、副会長、監事及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(1) 緑化関係団体及び商業・観光関係団体の代表者又は役職者 

(2) 関係行政機関の代表者又は役職者 

(3) その他関係機関、団体の代表者又は役職者及びフェスタ開催に関係のある者 

３ 前項各号に掲げる者のうち、機関及び団体の代表者又は役職者についての委員の委嘱

は、その職をもってなされたものとする。 

４ 委員がその属する機関及び団体の役職を離れたときは、その後任者が委員を務めるも

のとする。 

 

（役員） 

第５条 委員会に、次の役員を置く。 

 



 

 

(1)  会長    １名 

(2)  副会長   ２名 

(3)  監事    ２名 

２ 会長は、公益財団法人横浜市緑の協会理事長をもって充てる。 

３ 副会長は、横浜市環境創造局長及び一般社団法人横浜市造園協会会長をもって充てる。 

４ 監事は、一般社団法人横浜市造園協会副会長及び横浜市旭区副区長をもって充てる。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 監事は、委員会の会計を監査する。 

 

（任期） 

第７条 役員、委員の任期は、委員会の解散の日までとする。ただし、特別な理由がある

ときは、この限りではない。 

 

（報酬） 

第８条 役員、委員の報酬は、無報酬とする。 

 

（会議） 

第９条 委員会の会議は、総会とする。 

 

（総会） 

第 10条 総会は、役員及び委員をもって構成し、次の各号に掲げる事項について審議し、

議決する。 

(1) 委員会に係る基本方針に関すること。 

(2) 事業計画並びに予算及び決算に関すること。 

(3) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(4)  その他委員会の運営に関する重要な事項 

２ 総会は、会長が招集し、開催する。 

３ 総会は、副会長及び委員(以下「委員等」という。)の過半数の出席をもって成立とす

る。 

４ 委員等が出席できないときは、あらかじめ審議事項につき書面をもって意見を表明す



 

 

ること又は委員等が指定する者を代理として出席させることができる。この場合には、

前項に定める会議への出席者とみなすものとする。 

５ 欠席する委員等からあらかじめ会長あてに、その権限を会長に委任する旨の届出が 

あったときは、当該欠席委員等の数を出席委員等の数に加えることができる。 

６ 総会の議長は会長が務める。 

７ 総会の議決は、出席委員等の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決定する。 

８ 緊急を要するときは、委員等の過半数の同意を示す書面又は電磁的記録による表決に

よって総会の議決を行うことができる。 

９ 会長が必要と認めるときは、委員等以外の者に出席を求めることができる。 

 

（会長の専決処分） 

第 11 条 会長は、総会を招集するいとまがない場合、総会の決議事項については、これ

を専決処分することができる。 

２ 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次の総会において報告し、そ

の承認を求めなければならない。 

 

（事務局の設置） 

第 12 条 委員会の事務を処理するため、公益財団法人横浜市緑の協会と横浜市環境創造

局で事務局を担い、公益財団法人横浜市緑の協会内に事務局を設置する。 

２ 事務局には事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。  

３ 事務局長は、公益財団法人横浜市緑の協会管理部長をもってこれに充てる。事務局長

は事務局の事務を掌理する。 

４ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

（経費） 

第 13 条 委員会の経費は、横浜市及び公益財団法人横浜市緑の協会からの負担金、協賛

金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 委員会の経理事務に関しては、会長が別途定める規程によるものとする。 

 

（会計年度） 

第 14条 委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。ただし、

委員会の設立年度の会計年度は、委員会設立の日に始まり、翌年３月 31日までとする｡ 

２ 解散の日の属する会計年度は、解散の日をもって終わる。 



 

 

 

（予算） 

第 15 条 会長は、毎会計年度、事業計画及び収支予算書を作成し、総会に提出し、承認

を受けることとする。 

 

（決算） 

第 16 条 会長は、毎会計年度、事業報告及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、

総会に提出し、承認を受けることとする。 

 

（欠損金の処理） 

第 17 条 歳入の欠陥等により欠損の発生が明らかになった場合、その処理については、

横浜市及び公益財団法人横浜市緑の協会との間において協議するものとし、会長及び委

員等は欠損金を負担しないものとする。 

 

（剰余金の処理） 

第 18 条 会計年度ごとの委員会収支決算において剰余金が発生した場合は、横浜市及び

公益財団法人横浜市緑の協会との間において協議するものとし、会長及び委員等は、そ

の剰余金を取得しないものとする。 

 

（解散） 

第 19条 委員会は、総会の議決を経て解散する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了

に至るまではなお存続するものとみなす。 

 

（委任） 

第 20 条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定

める。 

 

附則 

この会則は、平成 29年 12月 4日から施行する。 

 附則 

この会則は、平成 30年４月１日から施行する。 



里山ガーデンフェスタ実行委員会第 3 回総会議事録要旨 

 

１ 日 時  平成 30 年 6 月 18 日（月） 10 時～10 時 30 分 

 

２ 場 所  横浜市緑の協会 第１会議室 

 

３ 出席者  上原会長、野村副会長、田澤副会長、𠮷田委員、籾山委員（代理出席・小林

部長）、田口委員（代理出席・山田相談役）、荻島委員、日詰委員、関水委員、

橋本委員、山崎委員、土志田監事、小室監事  

 

４ 欠席者  奥津委員、石垣委員、下田委員、小野﨑委員、森委員 

 

５ 議 事 

（１）平成 29年度事業報告（案） 

原案のとおり承認 

 

（２）平成 29年度収支決算書（案） 

原案のとおり承認 

 

  

 




